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はじめに 

 

本検討委員会は、静岡市附属機関設置条例に基づき、静岡市立の高等学校の在り

方に関する検討を行うために設置されました。この使命を受け、私たちは、静岡市

立の高等学校が目まぐるしく変化する社会の中で今後も「選ばれ続ける学校」であ

り、そして何より、静岡の未来を切り拓く力強い拠点であるために、多角的な議論

を重ねてまいりました。 

私たちが直面しているのは、単なる生徒数の減少という課題だけではありません。

それは、設立当初に求められた「教育の機会を量的に確保する」という役割が、今

まさに「これからの時代にふさわしい教育の質を追求する」という新たな使命へと、

真に生まれ変わるための転換点でもあります。 

本提案書は、未来の静岡を創る子どもたちが、自らの可能性を信じ、卓越した強

みを持って社会へ踏み出していくための「新しい学校」の姿を描いたものです。本

提案が、静岡市の教育の未来を照らす確かな一歩となり、次代を担う若者たちへの

希望のメッセージとなることを心から願います。  
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Ⅰ 提案の背景と目的 

１ 市立の高等学校を取り巻く環境の変化 

静岡市立の高等学校の設立当初の目的は、高等学校進学の希望者への対応でした。

その「量的な供給責任」の時代を経て、今、大きな転換点を迎えています。特に、

以下の環境変化は、静岡市立の高等学校の在り方を根本から見直す必要性を示して

います。 

 

（１）急速な少子化の進行 

静岡市の人口推計（令和６年９月発表）によると、このまま何も人口減少対策を

講じなければ、静岡市内の 15 歳人口は今後さらに減少し、令和６年（2024 年）３

月末時点との比較で、令和22年（2040年）３月末には約34％減、そして令和32年

（2050 年）３月末には約 42％減となることが推計されています。この人口動態は、

高等学校の再編や縮小が避けられない現実であることを示唆しています。 

 

（２）私立高等学校授業料無償化の動向 

私立高等学校における授業料の支援上限額が大幅に引き上げられた令和２年

（2020年）を境に、県内の全日制高等学校における私立高等学校の生徒の割合が増

加しています。 

このことに加え、国は、令和８年度（2026年度）からの所得制限撤廃を含む授業

料無償化の更なる拡大を進めており、公立高等学校から私立高等学校への生徒の流

れが更に加速すると予想されます。 

このことから、市立の高等学校においても、今後「選ばれ続ける学校」となるた

めに、県立にも私立にもない独自の価値の創出が不可欠です。 

 

（３）国及び県の高等学校改革の動き 

全国の自治体で急速な少子化に対応するため、高等学校の再編が進められていま

す。静岡県内でも、複数の地区で再編の計画が示されており、静岡市においても、

静岡県教育委員会と密に連携し、静岡市全体の高等学校教育の最適化を図っていく

必要があります。  
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２ 市立の高等学校の現状と課題 

（１）現状 

現在、静岡市立の２つの高等学校は、それぞれの長い歴史と伝統の中で多くの人

材を輩出し、静岡市の発展に寄与してきました。 

静岡市立高等学校は、普通教育への進学希望者の急増という地域からの要望に応

え、昭和 14 年（1939 年）に静岡市立第一中学校として創立された長い歴史と伝統

があります。平成 23 年（2011 年）には、普通科に加え、科学探究科を新設し、科

学教育を核とした先進的な探究活動を学校教育全体で展開しています。また、海外

の学校や研究機関との交流や海外科学研修等を通じ、国際的な視野を育む学びを実

践しています。 

静岡市立清水桜が丘高等学校は、平成 25 年（2013 年）に静岡市立清水商業高等

学校と静岡県立庵原高等学校の統合により開校しました。普通科と商業科を併置し、

学科を越えた多様な学びを提供しています。現在も全校生徒の約６割が清水区の生

徒であり、清水区を中心とした地域に深く根付いています。これまでの歴史と伝統

の中で地域経済の発展に寄与する多くの人材を輩出しており、地元企業との強いつ

ながりを活かした実学的な学びを実践しています。 

 

（２）課題 

近年は両校ともに志願倍率が１倍を下回る、もしくはそれに近い状況が続いてい

ます。特に令和７年度（2025 年度）入学者選抜では、静岡市立高等学校の科学探究

科が0.53倍、清水桜が丘高等学校の普通科が0.95倍となっており、入学者数の確保

が厳しい状況にあります。このことは、両校の教育活動は市民が求めていることに

応えているか、検討の必要があることを示唆しています。 

 

３ 設置意義の変化と本検討の目的 

市立の高等学校は、設立当初の「量的供給」の役割を終え、近年続く定員割れの

状況からも、その存在意義を根本的に再定義する時期を迎えています。 

今後、市が高等学校を維持し続けるためには、「質的供給」を新たな存在意義とし

て確立する必要があります。 

本検討は、この質的な供給責任を果たすための「新しい学校の姿」を議論し、産

業のまち静岡を次代へとつなぐ「未来の静岡の創り手」を育成するための、新しい

静岡市立の学校の在り方を提案することを目的とします。 
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Ⅱ 「新しい静岡市立の学校」の設置意義 

１ 基本理念と基本方針 

協議を重ねる中で、「新しい静岡市立の学校」は、県立にも私立にもない独自の価

値を持つ学校として、静岡市の教育を牽引する存在となるべきであるとの結論に至

りました。質的供給の実現に向け、以下の基本理念と基本方針を提案します。 

 

（１）基本理念  

「静岡市に新たな価値を創出する、卓越した強みと行動力を備えた人の育成」 

 

（２）基本方針（４つの柱） 

① 未来の静岡の創り手を育む学校  

地域企業や大学等と連携した学びを通じて、生徒が静岡市の未来を自分た

ちの手で創るものと感じ、地域への愛着を育むことで、将来的に地域に貢献

する人材を育成します。 

② 生徒一人一人の強みを伸ばす学校  

生徒が主体的に学び、自らの強みや興味関心を深く探究する時間を確保す

るためには、教育課程内外に時間的なゆとりを確保することが不可欠です。

その自律的な学習機会を活用して、「主体的に自己決定できる力」「創造力や

課題解決能力を持ち変化に柔軟に対応できる力」「多様な人々と合意形成し

協働できる力」「自己をよく理解し、自分の強みを生かせる力」を育成しま

す。 

③ 県立にも私立にもない、独自の価値を持つ学校  

国際的視野を育む学び、及び科学技術分野における質の高い学びを中核に

据え、他校とは異なる独自の教育的価値を創造し、先進的で大胆な教育に挑

戦します。これにより、広い視野と卓越した論理的思考力を持ち、社会にお

ける多様な課題の解決へとつなげる行動力を備えた人材の育成を実現します。 

④ 県全体の活性化の中核を担う学校  

県庁所在地に設置される学校として、市内のみならず静岡県全域から「こ

こで学びたい」という志を持った生徒が集まる中核となる学校を目指します。 
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２ 設置形態の検討経緯 

本委員会では、「新しい静岡市立の学校」を実現する際の最適な設置形態について、

事務局より示された下記の５観点に基づき、７つの設置形態（類型）について検討

しました。 

 

（１）５観点 

観点１ 入学時に選ばれるか 
生徒や保護者から安定した人気（志願状

況）が維持できるか。 

観点２ 
在校中に強みを伸ばせ

るか 

教育課程内外に時間的なゆとりを創出

し、生徒が自らの強みを認識し伸ばすこ

とができる学びを提供できるか。 

観点３ 
静岡市への愛着を深め

られるか 

市内の企業や大学等と連携し、地域への

愛着を深める学びを提供できるか。 

観点４ 
静岡市に定着する割合

を増やせるか 

将来的な地元就職やＵターン率の向上に

つながるか。 

観点５ 実現可能性があるか 
財政面・人材配置の視点から持続可能で

あるか。 

 

（２）７つの設置形態 

類型１ 
全日制単位制高等学校 

（３年） 

全日制課程で、卒業に必要な単位を取得

して卒業を目指す学校 

類型２ 
高等学校＋専攻科 

（３年＋２年） 

高等学校卒業後に更に深い専門教育を２

年行う課程を付設した学校 

類型３ 
高等専門学校 

（５年） 

実践的・創造的な技術者を養成すること

を目的とした、中学校卒業後に入学でき

る５年一貫教育の高等教育機関の学校 

類型４ 
大学の附属高等学校 

（３年＋４年） 

特定の大学の附属として設置され、卒業

生の多くがその大学へ進学する学校 

類型５ 
中等教育学校 

（６年） 

高等学校からの募集がなく、中学入学後

の６年間の教育課程を提供する学校 

類型６ 
併設型の中高一貫校 

（３年＋３年） 

高等学校からの募集があり、中学校と高

等学校の連携により教育活動を行う学校 

類型７ 
中学校＋高等専門学校 

（３年＋５年） 

高等専門学校に中学校を付設し、８年で

実践的・創造的な技術者を養成する学校 
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（３）絞り込まれた方向性 

５観点に基づき検討した結果、委員会として「中高一貫校または全日制単位制

高等学校」を最も有望な方向性として提案します。 

 

方向性１ 中高一貫校（主：類型５「中等教育学校」、副：類型６「併設型の中高一貫校」） 

観点１：入学時に選ばれるか 

  中高一貫教育は私立でも実績があり、中学生や保護者にとって理解しや

すい設置形態である 

  時間をかけて生徒を育成できることから、進学実績とも結びつけやすく、

生徒及び保護者に期待を与えることができる 

観点２：在校中に強みを伸ばせるか 

  ６年間の時間的余裕があるため、高校受験にとらわれず、知的好奇心や

探究心をじっくりと育むことができる 

  学習の前倒しや教育活動の工夫により、主体性の育成に向けた自己調整

のための時間を生み出しやすい 

観点３：静岡市への愛着を深められるか 

  ６年一貫の静岡市の地域資源や課題を活用した体験学習や探究活動等を

通じて、地域社会への主体的な貢献を目指す教育を展開できる 

観点４：静岡市に定着する割合を増やせるか 

  市政や地域課題に向き合う時間を通じて、シティズンシップ教育の機会

が増え、結果として地域への愛着が育まれ、将来の定着やＵターン率の

増加が期待できる 

観点５：実現可能性があるか 

  設置費用や運営コストについて、高等専門学校（類型３）や高等学校＋

専攻科（類型２）と比較し、財政的な課題が少ない 

  前期課程（中学校部分）については、既存の市立中学校における教育資

源や組織体制を効果的に活用できる 

 

また、中高一貫校のなかでも、中等教育学校（類型５）を主たる提案とし、併設

型中高一貫校（類型６）を副案とした背景は、中等教育学校（類型５）が持つ「高

校受験がなく、６年一貫の教育を提供できる」という特性が、基本理念の達成に不

可欠な教育課程の柔軟性の確保と系統的な人材育成を最も実現できると評価したた

めです。  
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方向性２ 全日制単位制高等学校（類型１） 

観点１：入学時に選ばれるか 

  単位制による柔軟なカリキュラムが最大の魅力である 

（ただし、中学生や保護者にとって単位制はなじみが薄く分かりにくいという

課題があるため、その利点を丁寧に説明し、進学実績と結びつける必要がある） 

観点２：在校中に強みを伸ばせるか 

  生徒が自らの興味関心に応じて主体的に時間割を組み立てられる柔軟な

カリキュラムで、基本方針に掲げる自律的な学習機会を創出しやすい 

  高校段階では、単位の組み合わせによって時間的なゆとりを創出する学

校の裁量が最も効果的である 

観点３：静岡市への愛着を深められるか 

  生徒の興味関心に応じた多様な選択科目に加え、静岡市独自の科目（市

設定科目等）を設置することで、地域特性を踏まえた専門性の高い学び

を提供し、愛着を深めることが期待される 

観点４：静岡市に定着する割合を増やせるか 

  地域の産業・課題と直結した専門的な学びを実践する科目を充実させる

ことで、在学中に、自分がその解決に貢献できるという意識を持つこと

ができる。このことにより、「地元で働きたい」「地元に貢献したい」と

いうキャリア意識が芽生えやすくなる 

観点５：実現可能性があるか 

  ７つの類型のなかで、実現可能性が高い現実的な選択肢のひとつであり、

設置方法や制度面での課題が少ない 

 

（４）絞り込みの対象外とした設置形態 

検討を重ねた結果、類型４「大学の附属高等学校」、及び類型７「中学校＋高

等専門学校」については、設置上の課題が多く、現段階で実現性が低いと判断し

ました。特に類型４「大学の附属高等学校」は、大学との連携が難しく、非現実

的であるとの意見が多くありました。 

これに加え、類型２「高等学校＋専攻科」、及び類型３「高等専門学校」につ

いては、生徒や保護者にとってなじみが薄く分かりづらいことに加え、設置コス

トや制度面での課題が多く、現段階での実現可能性が低いと判断しました。特に

類型３「高等専門学校」では、既存の学校の事例から、大学院進学時や就職時な

どにおいて、若者が県外に流出することが懸念されたため、対象外としました。 
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Ⅲ 中高一貫校及び全日制単位制高等学校の設置に係る提案 

本委員会は、新しい学校が目指す姿として「中高一貫校」及び「全日制単位制高

等学校」の２つの方向性を提案します。いずれの設置形態においても、基本理念に

掲げる「静岡市に新たな価値を創出する、卓越した強みと行動力を備えた人の育成」

という目指すべき資質・能力は共通です。これを具現化すべく、各設置形態独自の

強みやアプローチの違い、期待される成果について、以下の通り整理しました。 
 

１ ６年間の一貫した教育でじっくりと育む 「中高一貫校」 

※主として中等教育学校、副として併設型中高一貫校 
（１）設置形態の特徴 

高校受験にとらわれず、６年間の時間的余裕のなかで、生徒の知的好奇心や探

究心をじっくりと育むことができます。また、教育課程の特例を活用した緩やか

な先取り学習が可能です。併設型の中高一貫校（中学入学時及び高校入学時に募

集有）は、静岡市内でも実績があるため保護者にも理解されやすく、一方の中等

教育学校（中学入学時のみ募集有）は県内に前例はないものの、他県においては

先進的な教育活動を実践しており、実現の参考となる実績が数多くあります。 

 

（２）期待できること 

①６年間の系統的な学びによる「高度な学力と論理的思考力の育成」 

６年一貫の文理融合型のカリキュラムにより、高度な学力の定着を基盤に、生

徒の知的好奇心を深化させる探究活動まで、系統的かつ継続的な学びを実践しま

す。これにより、幅広い分野に対する深い知見と、多様な情報を多角的に分析し、

筋道立てて最適解を導き出す卓越した論理的思考力を育成します。 

②時間的余裕を活かした「社会貢献意識と自立する力の育成」  

中学段階から継続的に市政や地域課題に向き合うシティズンシップ教育を重点

に置きます。時間をかけて地域への愛着を育むことで、主体的な社会貢献への意

識を高め、社会を担う高い志と自主自律の精神を段階的に育成します。 

③早期からの国際交流による「豊かな創造性と国際性の定着」  

中学段階からの継続的な国際交流を通じ、国際的な視野を日常的な感覚として

身に付けます。また、多様な価値観に触れる中で、既成概念にとらわれず新たな

価値を創出する「豊かな創造性」を、６年間のゆとりある学びを通じて育みます。 
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（３）留意点 

中高一貫教育の質を維持するため、前期課程（中学校）と後期課程（高等学校）

の教員が密に連携し、６年間途切れのない質の高い指導体制を構築する必要があ

ります。 

２ 生徒の主体性を最大限に引き出す 「全日制単位制高等学校」 

（１）設置形態の特徴 

年次による学級編成を前提とせず、生徒が自らの関心や進路に応じて授業を選

択し、単位修得により卒業を認定する形態です。個別の時間割編成や科目の精選

により、専門的な深化から基礎の定着まで、多様な学習ニーズに弾力的かつ柔軟

に対応します。自ら学びをデザインする過程で生徒が学習を調整する力を養い、

一人一人の資質・能力を最大限に引き出す教育環境の実現が期待できます。 

 

（２）期待できること 

①柔軟なカリキュラムによる「自己形成力と論理的思考力の育成」  

教育課程の弾力性を活かし、生徒自らが時間割を設計する「自己決定」のプロ

セスを積み重ねます。自らの学びを主体的に管理・調整する経験を通じて、自律

的にキャリアを切り拓く「自己形成力」を養うとともに、自ら創出した時間を探

究活動等に充てることで、多角的な視点から筋道立てて最適解を導き出す「論理

的思考力」を育成します。 

②多様な選択科目を通じた「国際社会で生きる力の育成」  

興味関心に応じた多様な科目の選択や、多様な背景を持つ人々との協働に重点

を置きます。これにより、グローバルな視点で複雑な課題を解決する実践的な力

を育成します。 

③実践的な学びを通じた「自律的なキャリア形成力の育成」  

市設定科目やインターンシップ等、地域産業と直結した学びを柔軟に選択でき

る環境を整えます。これにより、在学中から自身の適性や職業観を社会との関わ

りの中で深め、自律的なキャリア形成の基盤を築き、変化の激しい社会で自らの

可能性を広げ、将来を切り拓く力を育成します。 

 

（３）留意点 

生徒が将来の目標に向かって最適な学習計画を立てられるよう、きめ細かな個

別相談と専門的なキャリアガイダンスを組織的に提供するなど、個々の状況に応

じたサポート体制を整える必要があります。 
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３ 新しい学校の規模 

現在の静岡市立の２つの高等学校（１学年あたりの学級数: 合計 14 学級）の現状

及び少子化の急速な進行を考慮し、将来的には「新しい静岡市立の学校」は、１学

年あたり８学級から 10 学級程度を上限とすることが望ましいと考えます。 

 また、具体的な学級数については、静岡市の教育環境全体における最適化の視点

から、静岡県教育委員会との調整を経て決定されるべきものと考えます。 

 

４ 新しい学校における学び 

多種多様な産業を有する静岡市が次代にわたって活力を維持し、新たな価値を創

出し続けるためには、地域の産業や社会に貢献し、グローバルな視野を持って主体

的に行動できる人材の育成が重要です。このため、新しい学校（中高一貫校・全日

制単位制高等学校）においては、多様な人々と協働するための「国際・グローバル」

の学びと、デジタル社会を生き抜き論理的に課題を解決する「情報・理数」の学び

を中核に据えることを目指すべきです。これら二つの学びを核として、生徒の可能

性を最大限に引き出し、質の高い学習を保証するための具体的な教育内容及びその

実現方法について、以下を提案します。 

 

（１）「得意」を伸ばすためにこそ、「未知」への扉を閉ざさない教育プログラム 

新しい学校における第一義は、生徒一人一人の個に応じた学習過程の充実です。

生徒が専門性を深める確かな土台として、文理を問わない幅広い教養を身に付け、

知的好奇心を多方面に展開できるよう、生徒の関心の外側にも広がる学びの仕組

みを用意します。それと同時に、多様な人々との協働的な学びを通じて、社会に

不可欠な協調性や共創力を育成します。 

 

（２）情報技術の活用と積極的なチャレンジの促進 

産業界が求める知的好奇心や挑戦心を育み、生徒が情報技術（ＩＣＴ）とデジ

タルツールを効果的に活用して、グローバルな視点から課題解決に取り組む力を

育成します。育成にあたっては、教育課程内と課程外の活動を往還することで、

生徒があらゆる場面でチャレンジできる環境を整備します。 
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（３）多様な個性を力に変える教育 ～多様性の包摂の視点の導入～ 

生徒一人一人の多様な個性や背景を尊重し、それを個人と社会全体に活力に変

える視点を取り入れた教育活動を実践します。また、多種多様な生徒が協働的に

学ぶ環境を整備することで、個々の視野を広げるとともに、複雑な社会課題に対

して独創的かつ実践的な解決策を生み出す力を育成します。 

 

（４）静岡市の人的リソースを活用した社会参画 

地域連携をより深化させるため、連携対象を「静岡市の地域資源や課題」とい

った地理的リソースに限定せず、卒業生、地元企業、団体などの「静岡市の人的

リソース」を幅広く活用し、実社会の知見を教育活動に取り込みます。こうした

多様な人々との活動を通じ、地域への深い愛着を育みながら、卓越した行動力を

もって自律的に社会へ貢献する「主体的な社会参画」を促す教育を充実します。 

 

（５）既存の強みと文理融合型の学びとの融合 

これまで静岡市立の高等学校では、それぞれの歴史と伝統の中で独自の強みを

培ってきました。静岡市立高等学校の「科学教育を核とした探究的な学び」と、

静岡市立清水桜が丘高等学校で培われた「地域の企業等との連携による実学的な

学び」を、文理融合型のカリキュラムの中で発展的に統合・継承することが重要

です。この融合により、生徒は、「卓越した論理的思考力」と「それを地域課題

の解決へとつなげる行動力」を同時に獲得し、新しい静岡市立の学校が目指す

「静岡市に新たな価値を創出する、卓越した強みと行動力を備えた人の育成」を

確実なものとします。 

 

（６）将来的な地域定着を見据えたキャリア形成 

未来の静岡の創り手としての当事者意識を育むため、地域産業や地域課題の解

決に資する実践的な活動と、地域を牽引する多様なキャリアモデルとの対話の機

会を系統的に提供します。これにより、地域との結び付きに対する理解と愛着を

深め、次の進学先だけでなく、その先の社会人としてのキャリアを見据える機会

を提供し、地域定着への道筋を具体化するキャリア教育を実現します。 
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Ⅳ 提案の実現に向けた意見・要望 

「新しい静岡市立の学校」の実現には、教育内容の刷新だけでなく、それを支え

る体制や環境の整備が不可欠です。本提案の実現に向け、委員会として、下記を要

望します。 

 

１ 迅速な方針決定と丁寧な説明  

市は、早急に方針を決定し、市民に説明する必要があります。本検討委員会で提

案した２つの設置形態（中高一貫校・単位制高等学校）は、事務局が令和７年

（2025 年）12 月に実施したアンケート調査の結果によると、これから中学生や高校

生になる児童生徒の保護者の大半からの理解を得られていますが、生徒や保護者の

不安を払拭するため、引き続き積極的な情報提供を行うことが重要です。 

２ 教職員体制の抜本的改革 

「新しい静岡市立の学校」が独自の教育を実現するためには、現在の教職員の配

置に関する県への依存体制を抜本的に見直すことが不可欠です。具体的には、市採

用の校長の登用や県採用の教員の割合を減らすなどが考えられます。 

また、「新しい静岡市立の学校」と市立中学校との連携を強化し、教員交流を促進

することで、市内義務教育と高等学校教育の連携深化を図ります。これにより、教

員の指導力向上や新たな視点の共有が進み、結果として市内義務教育全体の質の向

上に貢献する研修効果も期待できます。 

３ 持続可能な地域連携の仕組みの構築  

学校と地域の連携を教員個人の努力によるものとせず、市がコーディネーター機

能を担い、特に産業政策を担う課と密接に連携すべきです。 

連携においては、「静岡市の地域資源や課題」といった地理的リソースだけでなく、

卒業生、地元企業、団体などの「人的リソース」を幅広く活用し、地域企業や大学

等との連携協定を組織的に推進します。これにより、生徒が地域社会への愛着や貢

献意識を高める環境が整備され、静岡市の継続的な発展に寄与する人材育成につな

がります。 
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４ 魅力ある教育環境への積極的な投資  

教育内容（ソフト面）だけでなく、生徒の創造性を刺激する先進的な施設・設備

（ハード面）への積極的な投資が極めて重要です。ハード面は生徒を集める象徴と

しての一面も有するため、私学に比肩する環境整備が求められます。 

また、この投資については、施設・設備に加え、静岡市単独の予算による教員へ

の投資（加配措置など）も含めて検討するべきであり、教育への投資こそが最も重

要であるという確信のもと実行されるべきです。 

５ 交通の利便性への配慮と進路実績の可視化  

生徒の安心安全な学校生活を保障するためには、アクセス環境などの通いやすさ

への十分な配慮が必要です。また、生徒や保護者は学校選びの際に進学実績やキャ

リア形成の成果を重視するため、それに関する情報を分かりやすい指標で明確に提

示する設計が不可欠です。こうした情報の可視化は、結果として学校への高い信頼

と評価の獲得につながります。 

６ 在校生・教職員への配慮と県教育委員会との連携  

静岡市立の高等学校の在り方に関する検討にあたっては、在校生が安心して学び

を継続できるよう学習環境を維持するとともに、学校現場の教職員へのきめ細かな

情報提供が必要です。このことに加え、引き続き、市内の生徒数減少という大きな

課題に対応するため、静岡市が独自の考えを持った上で静岡県教育委員会と緊密に

連携し、静岡市全体の教育の最適化を図っていく必要があります。 

７ 中長期的な視野をもった学びのデザインの検討 

静岡市は、概ね令和 22 年（2040 年）までを見据えた中長期的な学びのデザインに

おいて、静岡市教育大綱の趣旨を将来にわたり実現する意思を明確に示し、「新し

い静岡市立の学校」の基本理念に基づくスクール・ミッションを与える構造を構築

すべきです。その際、VUCA 時代に求められる「国際・グローバル」及び「情報・理

数」の分野を中核に据え、令和７年（2025 年）９月に公表された次期学習指導要領

の「論点整理」を踏まえた革新的な教育カリキュラムを実装する計画を作成するこ

とを求めます。  
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Ⅴ 検討の概要 

１ 検討の体制  

静岡市立の高等学校の在り方検討委員会 

（敬称略、職名等は委員着任時点のもの） 

役職 氏名 職名等 

委員長 村山 功 静岡大学 教授 

副委員長 志村 剛和 常葉大学 法人本部 指導主事 

委員 佐野 文子 静岡県総合教育センター 教育主任 

委員 高畑 幸 静岡県立大学 教授 

委員 溝上 慎一 
学校法人桐蔭学園 理事長 

桐蔭横浜大学 教授 

 

２ 検討の経過  

本提案書の作成にあたっては、計５回にわたり、以下のとおり検討を重ねました。 

回次 開催日 主な協議内容 

第１回 令和７年４月 28 日 在り方に係る検討の視点 

第２回 令和７年６月 18 日 新しい学校の設置形態に関する比較検討 

第３回 令和７年９月９日 
中高一貫校及び全日制単位制高等学校の方

向性に関する検討 

第４回 令和７年 11 月 12 日 

中核となる学びの検討 

提案書骨子案の検討 

アンケート調査の実施 

第５回 令和８年１月 21 日 
アンケート調査結果の報告 

提案書（案）の最終とりまとめ 

  



15 
 

おわりに 

 
本提案は、「新しい静岡市立の学校」が、未来を創る子どもたちにとって真に価値

ある学びの場であり続けるための道筋を示したものです。 

人口減少という厳しい現実を乗り越え、静岡市が未来に向けて持続的に発展して

いくためには、教育への投資こそが最も重要であると確信しています。 

この提案が実を結び、市民の誰もが誇れる「新しい静岡市立の学校」が誕生する

ことを心から願います。 
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静岡市立の高等学校について 

 

１ 静岡市立高等学校 

（１）所在地 

   静岡市葵区千代田三丁目１番１号 

（２）沿革 

昭和 14 年（1939 年） 静岡市議会において市立中学校の設置決議、創立委員会

設置 

定員 1,000 名（20 学級）静岡市立第一中学校設立認可 

昭和 15 年（1940 年） 静岡市立千代田尋常高等小学校の一部を仮校舎として授

業開始 

昭和 16 年（1941 年） 木造二階建校舎一棟完成移転 

昭和 17 年（1942 年） 各種学校令による静岡市立第二中学校（夜間）を併設

（200 名４学級） 

昭和 23 年（1948 年） 学校教育法の規定により静岡市立第一中学校及び第二中

学校を併せて静岡市立高等学校とし、全日制・定時制の

両課程設置、全日制定員 600 名（12 学級）、定時制定員

160 名（４学級） 

平成 23 年（2011 年） 全日制課程理数科（科学探究科）設置、全日制課程普通

科の定員 280 人（７学級/学年）、全日制課程科学探究科

の定員 40名（１学級/学年） 

平成 25 年（2013 年） 文部科学省による SSH（スーパーサイエンスハイスクー

ル）第Ⅰ期の指定 

平成 30 年（2018 年） 文部科学省による SSH（スーパーサイエンスハイスクー

ル）第Ⅱ期の指定 

令和４年(2022 年) 定時制課程閉課程 

令和６年(2024 年) 文部科学省による SSH（スーパーサイエンスハイスクー

ル）第Ⅲ期の指定 

（３）設置学科 

   普通科、科学探究科 

（４）募集定員 

   普通科 280 人（７学級）、科学探究科 40 人（１学級） 

（５）志願倍率 ※年度は入学年度 

    

 

 

 普通科 科学探究科 

令和６年度 1.01 倍 0.63 倍 

令和７年度 1.02 倍 0.53 倍 

資料１ 

資-1



（６）在籍生徒数（令和７年５月現在） 

   930 人（第１学年 302 人、第２学年 306 人、第３学年 322 人） 

   普 通 科：845 人（第１学年 281 人、第２学年 279 人、第３学年 285 人） 

   科学探究科： 85 人（第１学年 21 人、第２学年 27 人、第３学年 37人） 

   出身中学の地域別：葵区 359 人、駿河区 298 人、清水区 171 人、静岡県中部（静岡 

市を除く）71 人、静岡県西部９人、静岡県東部 15人、県外７人 

（７）学校の規模 

   校地面積 48,236 ㎡  校舎等延面積 20,276.39 ㎡ 

   本館（管理棟・築 27 年[平成 10 年]）、中央館（普通教室等・築 32年[平成５

年]）、東館（築 26年[平成 11 年]）、南館（芸術棟・築 44 年[昭和 56 年]） ほか 

（８）大学合格等実績（令和６年度卒業生 314 人 ※数字は現役生の延べ人数） 

   国公立大学 177 人、私立大学 784 人、専門学校 10 人、大学校１人、就職（公務

員）１人、留学１人 

（９）部活動（令和７年度） 

   全 30 部（運動部 17 部、文化部 13 部（同好会１部含む）） 

   全校生徒は１年次にいずれかの部活に入部する。第２学年以降の部活への所属は任

意であり、第２学年の部活動加入率は約 97%、第３学年の部活動加入率は約 96%である。 

陸上競技部、水泳部、体操部、男女テニス部、吹奏楽部、マンドリン部が全国大会等

へ出場している。 
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２ 静岡市立清水桜が丘高等学校 

（１） 所在地 

静岡市清水区桜が丘町７番 15号（静鉄桜橋駅から徒歩３分） 

（２） 沿革 

平成 25 年（2013 年） 静岡市立清水桜が丘高等学校 開校 

(静岡市立清水商業高等学校と静岡県立庵原高等学校との

再編整備) 

平成 26 年（2014 年） 第一・第二体育館棟、視聴覚ホール(生涯学習交流館棟３

階・４階部分)完成 

平成 27 年（2015 年） 弓道場、部室棟、運動場 完成 

（３） 設置学科 

普通科、商業科 

（４） 募集定員 

普通科 120 人（３学級）、商業科 120 人（３学級） 

（５） 志願倍率 ※年度は入学年度 

 

 

 

 

（６） 在籍生徒数（令和７年５月現在） 

687 人（第１学年 237 人、第２学年 215 人、第３学年 235 人） 

普 通 科：331 人（第１学年 115 人、第２学年 97 人、第３学年 119 人） 

商 業 科：356 人（第１学年 122 人、第２学年 118 人、第３学年 116 人） 

       出身中学の地域別：市立中学校（清水区 429 人、葵区 83 人、駿河区 87 人、県東

部 38人、県中部 29人、県西部１人）その他 11人 

（７） 学校の規模 

校地面積 42,091.47 ㎡  建物延床面積 20,394.78 ㎡ 

校舎（築 12 年〔平成 25年〕） 

体育館・視聴覚ホール（築 11年〔平成 26 年〕）等 

（８） 進路実績(令和６年度実績、数字は延べ人数) 

国公立大学 23人、私立大学 187 人、短大８人、専門学校等 33 人、就職 27人 

（９） 部活動（令和７年度） 

全 25 部（運動部 13部、文化部 12部） 

全生徒における加入率は 100%となっており、令和５年度は３部活（女子ハンドボ

ール、棋道、ワープロ）、令和６年度は２部活（男子ハンドボール、棋道）、令和７

年度は３部活（報道、英語、ワープロ）が全国大会等へ出場している。 

 普通科 商業科 

令和６年度 1.04 倍 0.83 倍 

令和７年度 0.95 倍 1.03 倍 
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生徒数の現状と見込み 

 
１ 生徒数と学級数の推移（静岡市将来 15 歳人口推計と市内公立高校の高 1 クラス数） 

 

 

【15 歳人口】 

 2013～2023 年は静岡市の人口統計 前年度末時点の 15 歳人口 

 2024 年以降は、静岡市人口推計 (2024.9)の前年度末時点の 15 歳人口 

【市内公立高校のクラス数】 

 2013～2025 年度は、実績値。 
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１ 策定背景 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３第１項では、「地方公

共団体の長は、教育基本法第 17 条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その

地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策の大綱を定める」としています。 

静岡市は、令和５年３月に静岡市教育委員会が策定した、第３期静岡市教育振興

基本計画の下、「こども園、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校を中心と

して、子どもたちを取り巻く家庭、地域社会、これらを支える行政を含めた教育に

関わる取組」を推進しています。 

その後、令和５年６月に、「教育基本法」第 17 条第１項に基づく、国の第４期教

育振興基本計画が閣議決定されました。そこでは、教育の普遍的使命は変わらない

ものの、社会や時代が大きく変化する中、目指す社会の姿についても、一人ひとり

の幸福感を高めていくことや、予測できない未来に向けて持続可能な社会を創って

いくことが重要であるとしています。また、主観的ウェルビーイング（多様な個人

それぞれが感じる幸せや生きがい）の向上や多様な教育ニーズへの対応など、新た

な概念、方針が示されました。 

そこで、本市としても、第３期静岡市教育振興基本計画の取組を推進しつつ、国

の第４期教育振興基本計画の基本的な方針を参酌し、教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱として、静岡市教育大綱（以下、「本大綱」という。）を

策定しました。本大綱は、全世代・全市民を対象に、主観的ウェルビーイングの概

念や多様な個々の状況に応じた学びの実現などを組み込み、これからの時代にふさ

わしい教育の基本理念、方針などを定めています。 

 

２ 位置付け 

   本大綱を「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３第１項に基

づく、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に位置付け、

その内容に則した各種政策・個別具体的取組を推進します。 

  【本大綱と各種政策・個別具体的取組等との関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 

資-10



３ 対象期間 

本大綱の対象期間は、国の第４期教育振興基本計画の対象期間が令和５年度から

令和９年度までの５年間であることを参考とし、令和６年度から令和 10 年度まで

の５年間とします。 

 

４ 構成 

   本大綱は、本市の教育行政における最上位概念となる「基本理念」、基本理念を

具体化する「基本方針」、基本方針を推進する上で、特に重きを置いて実施してい

く「重点的な取組」の３層構造とします。 

   基本理念から、具体性をもつ重点的な取組までを              

定めた教育大綱とすることで、本市教育行政の方向              

性を明確化しています。 

   そして、本大綱に則した各種政策・個別具体的               

取組を、市と地域との協働により実施していくこ                

とで、基本理念の実現を目指します。                            

 

５ 基本理念 

 

 

 

 

 
 

本大綱は、乳幼児から高齢者まで、全世代・全市民が対象です。 

学童期や成人期などの人生の段階に合わせた学びの実現と、地域の協働により、

家庭や学校などの教育環境を支えていく仕組みを整えることで、地域や社会にある

「大きな力（一人ひとりがもつ小さな力の結集）」と「大きな知（学びや経験によ

って得られた知恵や技術）」がつながり、新たな価値を共に生み出す「共創」を促

進し、みんなで子育てや教育を支えていく「安心感がある温かい社会」を築きま

す。 

そのような社会の下、一人ひとりが心豊かで幸せを感じられる人生を送ることが

できる基礎を作るとともに、生涯を通じた主体的な学びにより、持続可能な社会を

支える人を育てていきます。 

 

-2- 

静
岡
市
教
育
大
綱
の
範
囲 

多種多様な学びと地域の教育力を通じて、 

一人ひとりが心豊かで幸せを感じられる人生を送ることができる基礎を作るとともに、 

持続可能な社会を支える人を育てる 
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６ 基本方針・重点的な取組 

   全世代・全市民を対象とした６つの「基本方針」は、以下のとおりです。 

  ・

  ・

  ・  

  ・  

  ・  

  ・
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本大綱は、全世代にわたって、①誰一人取り残されず、全ての人の可能性が引き

出されることを前提にしています。 

そして、②乳幼児期からの豊かな心と健やかな体という土台の上に、③主体的に

学び、行動し、課題解決に向かう資質や能力といった確かな学力を身につけるとと

もに、豊かな教養と人間性を高めていきます。その上で、④新たな時代で活躍でき

る、多様な才能・能力を伸ばしていくことにつなげます。 

さらに、⑤大人になってからの学び直しや学びの継続による、生涯にわたる学び

を通じて、専門的能力や職業実践力を高め、成長する、学びと成長の好循環を生み

出します。 

これらを下支えするものとして、⑥教育・保育の当事者が安心感や幸福感をもて

る環境を整えます。 
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基本方針１ 誰一人取り残されず、全ての人の可能性が引き出される 

 

（趣 旨） 

   一人ひとりの幸福感を高めるためには、全ての市民に学びの機会が保障される

とともに、多様な人材が参画し、活躍できる社会を実現する必要があります。 

その実現に向け、性別・年齢・国籍等の違い、性的マイノリティ※の存在、障

がいの有無などの多様性を認め、他者の考えや価値観を認め合うことのできる教

育環境を、個々の状況に応じて整えることで、一人ひとりが自らの目標をもっ

て、学びに取り組むことができるようになります。 

※性的マイノリティとは、性的少数者ともいい、以下の頭文字をとって「LGBTQ」という言葉

が総称としてよく使用されます。Lesbian：性自認が女性で、恋愛・性愛対象が女性の人、

Gay：性自認が男性で、恋愛・性愛対象が男性の人、Bisexual：恋愛・性愛対象が男性・女

性両方の人、Transgender：出生時の性とは異なる性自認の人、Questioning：性自認や性的

指向が明確でない人。 

そこで、誰一人取り残されず、自らの可能性が引き出されるよう、市と医療機

関等が連携し、家庭の状況や障がいの状態、心身の発達の段階等に合わせ、一人

ひとりの抱える課題を早期に発見し、支援する体制を整えます。そして、その課

題について、子ども本人のみならず、保護者に対しても支援をします。 

本市の発達が気になる４歳児・５歳児の人数は、令和４年度 529 人に対し、

令和５年度 616 人と急増しており、個々の状況に応じた支援が求められていま

す。そのため、発達の気になる子を早期に発見し、成長や発達の段階に応じた、

切れ目のない支援をします。 

また、本市の児童生徒 1,000 人当たりの不登校児童生徒数は、令和４年度

36.1 人に対し、令和５年度 44.1 人と約 1.2 倍になり、全国平均の 37.2 人と比

較して、高い水準にあります。そのため、子どもの学びの機会を保障するための

個々の状況に応じた、きめ細かな対応を行い、将来の社会的自立につながる支援

をします。 

さらに、本市に居住する外国人が年々増加していることを踏まえ、多文化共生

の視点から、その学びを保障するための支援をします。 
 

 

重点的な取組 
 

    □ 発達の気になる子を早期に発見し、成長や発達の段階に応じた、切れ目

のない支援をします。 

□ 将来の社会的自立につながる不登校対策や、学びの機会を保障する外国

人支援をします。 

-4- 

資-13



 

基本方針２ 子どもの豊かな心と健やかな体を育む 

 

（趣 旨） 

「子どもの出生前から乳幼児期まで」は、生涯にわたる幸福感の基礎を培う最

も重要な時期です。 

乳幼児期における子どもは、生きるために基本的なことの全てにおいて、保護

者や身近な大人と関わり、影響を受けます。そして、子どもと保護者との間で安

定した愛着が形成されることで、子どもに周囲の人や社会への信頼感と安心感が

生まれます。 

さらに、子どもは、自分自身が、かけがえのない個性ある存在と周囲に認めら

れることにより、自己肯定感をもって成長していきます。 

このような保護者と子どもとの間の安定した愛着形成には、子どもの出生前か

ら、保護者が子どもの育ちについての関心や理解を深めることが重要です。 

また、子どもは、乳幼児期の家庭の中という守られた世界での大人との関わり

の下、多様な遊びと体験を通じて、家庭以外の世界とふれあいを重ね、創造性や

好奇心、想像力などを養うとともに、運動能力を高め、健やかな体を育みます。 

そこで、保護者と子どもとの間の安定した愛着形成により、子どもの豊かな心

の成長が育まれるよう、出生前の保健師等の面談や訪問をはじめ、保護者同士の

交流の場や、親子で楽しめるふれあい遊びの機会を提供します。 

本市の幼児教育・保育の現場では、障がいや発達の程度により、特別な支援を

必要とする子どもが増加しています。そのため、子ども一人ひとりの多様な状況

に応じた対応が求められています。 

そこで、保育教諭の経験の多寡に関わらず、適切な対応ができるよう、幼児教

育・保育の現場と、専門機関の連携した支援体制を整えます。 

また、本市が、令和５年度に実施した調査では、半数近くの子育て世帯から、

子どもの遊び場を拡充してほしいとの回答がありました。このことを踏まえ、年

齢や発達の程度に応じた、多様な遊びと体験の機会を提供するため、子どもが

様々な遊具や体験を楽しめる施設を整えます。 

 

 

重点的な取組 
 

□ 安定した愛着形成の下、幼児教育・保育を通じて、子どもの豊かな心の

成長を支援します。 

□ 年齢や発達の程度に応じた、多様な遊びと体験の機会を提供します。 
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基本方針３ 確かな学力と幅広い知識の下、豊かな教養と人間性を高める 

 

（趣 旨） 

子どもは、学校教育の中で学ぶ知識や技能に加え、主体的に学び、行動し、課

題解決に向かう資質や能力といった「確かな学力」を身につけることで、自ら社

会と関わり、様々な経験を積んでいきます。その過程において、子どもは、「幅

広い知識」を習得し、ものの見方や考え方などの「教養」や、他者への思いやり

などの「人間性」を高めます。 

そして、子どもが、本市の豊かな自然環境や歴史、風土に培われた、地域に根

差した伝統芸能や祭りといった文化に触れ、学ぶ機会に加え、広く社会や世界に

目を向ける機会をもつことは、本市や地域への愛着と誇りを育むとともに、その

発展に寄与する人材の育成につながります。 

地域や社会と関わりをもち、身の周りにある課題を広い視野をもって考え、主

体的に対応する力を伸ばすことは、義務教育にとどまらず、のちの高等学校から

大学等の高等教育、生涯学習においても重要です。 

令和６年度全国学力・学習状況調査で、「分からないことがあったとき、自分

で学び方を考え、工夫することができる」と答えた本市の子どもの割合は、小学

校 78.0％、中学校 76.0％であり、全国平均と比較して、小学校は 2.7％、中学

校は 2.6％下回っています。そのため、子どもの学びにおける主体性を高める教

育が求められています。 

そこで、これまでの学校教育における「同じペース」「同じ内容」「同じ方法」

にとらわれない、個々の理解度や関心に応じた学びの機会を提供することで、学

びに対する一人ひとりの好奇心を高め、それにより学びの主体性を養い、生涯を

通じて学び、教養を高めていく人材を育てていきます。 

また、他者の立場や考えを理解し、尊重するといった人間性の向上につなげる

ため、クラスや学年、学校の境界を越えて混ざり合い、他者と協力しながら進め

る学びといった、多様性を重視した学びの機会を提供します。 

そして、自ら課題を発見し、答えを導き出す力を育むことを目的とした課題解

決型学習を通じて、子ども同士の協働に加え、教職員、地域の人などとの対話か

ら、他者の考え方を手掛かりに自らの考えを広げ、深めていく「主体的・対話的

で深い学び」につながる教育を実施します。 
 

重点的な取組 
 

□ これまでの「同じペース」「同じ内容」「同じ方法」にとらわれない、

個々の状況に応じた学びの機会を提供します。 

□ 「主体的・対話的で深い学び」につながる教育を実施します。 
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基本方針４ 新たな時代で活躍できる多様な才能・能力を伸ばす 

 

（趣 旨） 

社会の持続的な発展のためには、新たな時代で活躍できる人材を養成すること

が重要です。また、身近な地域や社会の複雑かつ困難な課題解決に必要となる、

新たな価値を生み出す創造性を培うためには、多様な才能や能力を埋もれさせ

ず、伸ばしていく必要があります。 

そのためには、知識の暗記や定められた事柄だけを一方的に教える教育ではな

く、様々な分野の知の融合こそが、社会に大きな変化をもたらすとの発想の下、

多様な才能・能力を生かす教育が求められます。 

令和６年度全国学力・学習状況調査で、「先生はあなたのよいところを認めて

くれていると思う」と答えた本市の子どもの割合は、小学校 86.6％、中学校

88.1％であり、全国平均と比較して、小学校は 3.3％、中学校は 2.3％下回って

います。そのため、子ども一人ひとりの才能や能力といった個性を認め、伸ばす

ための教育が求められています。 

そこで、学校が大学や企業との連携により、子どもに対して地域や社会がもつ

学術的な知見に触れる機会や、実務的な体験を提供することで、子ども一人ひと

りの才能や能力を生かし、伸ばすことのできる「高度な学び」の機会を提供しま

す。 

また、自ら地域や社会の課題を見つけ、解決策を探究するために必要な知識や

能力を身につけ、新たな価値を生み出していく精神を育む起業家教育（アントレ

プレナーシップ教育）を展開します。 

さらに、デジタルやグリーン（脱炭素）などの成長分野をはじめ、スポーツや

芸術などの様々な分野で多様な才能、能力を生かして活躍する人材を身近に感

じ、将来の自分と重ね合わせ、目指すことのできる機会や、起業家が生まれる環

境を整えます。 

一人ひとりの才能や能力を生かし、伸ばしていくとともに、新たな価値を生み

出す精神を育むことで、持続可能な社会を支える人を育てていきます。 

 

 

重点的な取組 
 

□ 大学や企業と連携し、一人ひとりの才能・能力を伸ばす高度な学びの機

会を提供します。 

□ デジタルなどの成長分野をはじめ、スポーツや芸術などの様々な分野で

活躍できる人材や、起業家が生まれる環境を整えます。 
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基本方針５ 生涯にわたる学びと成長の好循環を生み出す 

 

（趣 旨） 

入社から定年まで同一組織で働く人生から、キャリアの途中での学び直しや転

職、起業など、一人ひとりの進路や働き方が多様化する人生へと転換してきてい

ます。 

社会・企業において、個人に求められる知識や技能、技術が目まぐるしく変化

する中では、誰もが、生涯を通じて、自らに求められる新たな知識や技能等の獲

得に努めることができる環境の整備が求められます。 

そして、学び直しや転職等を通じ、自らの意思により自身の能力を高め、様々

な社会環境の変化に柔軟に対応できるような環境を整えることが重要であり、 

リカレント教育  をはじめとする生涯学習の必要性が高まっています。 

   ※リカレント教育とは、学校教育を修了した後においても、自らの必要に応じて、再び学校等

で受ける教育を指し、自らの職業とは直接的に結びつかない知識や教養等に関する学び直し

を含む概念として用いられます。 

そこで、時代の変化に適応し、職業上新たに求められる知識や技能等を習得す

るリスキリングの機会を提供します。また、実用的な経験や技術に基づき、課題

を解決することができる知識や技能等を身につける「実学を重視したリカレント

教育」の提供により、地域社会や経済を支える人材を育てていきます。 

さらに、職業や課題解決に求められる知識や技能等の習得のための学びに加

え、地域や経済界との連携により、「人生を豊かにするための学び」や「他者と

の学びあい」の機会を提供することで、個人一人ひとりのニーズに応じた学びを

身近なものにします。 

それにより、誰もが、学びたいときに、学びたい内容を学ぶことができ、学ん

だ内容を社会の中の実践で生かすことで成長し、新たな学びにつなげていくとい

った、生涯を通じた学びと成長の好循環を生み出します。 

 

 

  重点的な取組 
 

□ 自らの知識や技能等を高めていくリスキリングの視点を含め、地域社会・

経済を支える実学を重視したリカレント教育を提供します。 

□ 地域や経済界との連携により、様々な学びを提供し、学んだ内容を社会

の中の実践で生かすことで成長できる、生涯を通じた学びの機会を提供

します。 
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基本方針６ 教育・保育の当事者が安心感や幸福感をもてる環境を整える 

 

（趣 旨） 

  保護者の幸福感を高めることは、子どもの幸福感を高めていく上で欠かせませ

ん。そのため、保護者が自己肯定感とゆとりをもち、子どもに向き合えるよう、

社会全体で切れ目なく、子育てを支援していくことが重要です。 

  身近に相談相手のいない保護者が増加しています。そのような保護者が一人で

子育ての悩みを抱え込まないよう、困ったときに相談ができ、必要な支援を得ら

れる環境を整えるなど、安心して子育てができるようにする必要があります。 

  そこで、保護者が、経済的な不安や孤立感に悩むことなく、安心感や幸福感を

もって子育てできるよう、子どもの学習機会や居場所の提供を行うとともに、訪

問型支援など、専門性をもった人材が保護者に寄り添い、その解決のために伴走

します。 

また、学校教育や保育の現場では、子どもたちが抱える困難の多様化・複雑化

により、それらへの対応における負担の増加から、教師や保育教諭等の教育・保

育の当事者の長時間勤務の常態化や人材不足等が課題となっています。 

本市が令和５年度に市内の小・中学校の教師を対象に実施した調査では、「子

どもと向き合う時間などが十分確保できていると感じている」の質問に対し、

「とても感じている・まあまあ感じている」と回答した割合は 36％にとどまり

ます。そのため、教師一人ひとりが担う業務の見直しを行い、子どもと向き合う

時間を十分に確保できる環境を整える必要があります。 

そこで、ＤＸ※の推進による事務量の削減を行うとともに、外部人材の活用な

ど地域の多様な人材を学校教育や保育の現場に取り入れることで、教育・保育の

当事者の負担を軽減します。それにより、教師や保育教諭が、教師や保育教諭で

なければできない業務に注力でき、志気高く、誇りをもって子どもに向き合うこ

とができる環境を整えます。 

※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル化でサービスや業務、組織を 

変革することを指します。 

   

   重点的な取組 
 

    □ 経済的な不安や孤立感に悩むことなく、安心感や幸福感をもって子育て

ができるよう保護者を支援します。 

□ デジタル技術や外部人材などの活用により、教育・保育の当事者の負担

を軽減します。 
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【静岡市教育大綱】 

静岡市 

総合政策局企画課 
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地域人材の育成と定着に関する意見 

2025 年６月 16 日 

静岡商工会議所 

 

現代は、予測不能な VUCA（ブーカ）※の時代と言われます。 

こうした先の見えにくい社会状況下で、地域企業が求めるのは、柔軟に変化を受け入

れ、自ら考え行動できる自立した人材です。また理系の素養をベースにしつつ、文系にも

通じる幅広い素養を持ち、多様な課題に対応できる人材が期待されます。 

 

【自ら学び、挑戦し続ける力の育成】 

そのためには、「知的好奇心」と「向上心」を有する人材であることが欠かせません。 

自ら学び、成長を楽しむ姿勢が、変化に対応する力を育みます。さらに、失敗を恐れず

「挑戦」する力、そして粘り強く物事に取り組んでいく、「努力」できる力も必要不可欠

です。結果だけでなく、そこへ至るまでの過程に価値を見出し、粘り強く進める人材が企

業や地域を支えていきます。 

 

【デジタルネイティブ世代の可能性と強み】 

今の若者世代は、生まれたときから ITに囲まれて育ったデジタルネイティブ世代で

す。 

デジタル技術を使いこなすスキルはもちろん、SNS や様々な IT ツールを通じて多様な

人々と繋がる力も強みです。このデジタルで繋がる時代だからこそ、リアルな場での対話

や共感といった“人間力”がより重要になります。グローバル化と多様性が進む社会にお

いては、異なる価値観を理解し、信頼関係を築く力が求められます。 

 

【若者が地元を再認識し、知見を還元する循環の重要性】 

さらに進学や就職を機に地元を離れる若者には、外の世界での経験を通じて地元の魅力

を再認識し、「戻って貢献したい」と思える「地域愛」を育むことが重要です。市立の学

校として地域に密着した独自のカリキュラムを取り入れ、こうした人材の育成を行うこと

が求められます。 

静岡で育った若者はもとより I・Jターンによって、外で得た知識や人脈、広い視野な

どによる新しい経済活動を、地域に還元することは、これからの地域活性化にとって重要

かつ不可欠です。 

 

【まとめ：地域経済を支える人材像と育成への提言】 

知的好奇心、向上心、挑戦心、そして努力できる力を持ち、デジタルとグローバルを使

いこなしながら地域と繋がる、そんなバランス感覚に優れた人材が、VUCA 時代の地域経済

には必要です。 

 

※VUCA：「Volatility：変動性」、「Uncertainty：不確実性」、「Complexity：複雑性」、

「Ambiguity：曖昧性」の 4 つの単語の頭文字をとった造語 
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静岡市立の高等学校の在り方に関する検討に係る臨時的事務を処理するための

附属機関に関する細目を定める規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市附属機関設置条例（平成 30 年静岡市条例第 17 号）第２条第４

項の規定に基づき、静岡市立の高等学校の在り方に関する検討に係る臨時的事務を処理

するための附属機関（以下「附属機関」という。）に関し必要な細目を定めるものとする。 

 （名称） 

第２条 附属機関の名称は、静岡市立の高等学校の在り方検討委員会とする。 

 （所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）静岡市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ、次代に必要となる

資質の向上及び能力の育成並びに高等学校の枠組みを超えた教育課程の編成について

調査審議すること。 

（２）静岡市立の高等学校の在り方について教育委員会に意見を述べること。 

 （組織） 

第４条 附属機関は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）学校経営に関し優れた識見を有する者 

 （委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から令和８年３月 31日までとする。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （委員長） 

第６条 附属機関に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、附属機関の会務を総理し、附属機関を代表する。 

４ 委員長は、附属機関の会議の議長となる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委

員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 附属機関の会議は、委員長が招集する。 

２ 附属機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 附属機関の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 
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４ 附属機関は、必要があると認めるときは、附属機関の会議に関係者の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （この規則の失効） 

２ この規則は、令和８年３月 31日限り、その効力を失う。 
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ページ 用　語 説　明

2 再編
少子化による生徒数減少に対応するため、学校の統廃合や
学校規模の適正化を行うこと。

2 縮小 学校の学級数や定員を減らすこと。

2 全日制高等学校
平日の朝から夕方にかけて毎日通学し、３年間で卒業を目
指す最も一般的な高等学校の課程。

2
令和8年度からの所得制
限撤廃を含む授業料無
償化の更なる拡大

2026年度（令和8年度）から私立高校の授業料に対する就
学支援金の上限額が年額45万7,000円に引き上げられ、同
時にその所得制限が撤廃されること。これにより、世帯の
所得に関わらず、私立高校の授業料が国の支援によって実
質的に無償となること。

3 普通科
一般的な教養科目（国語、数学、英語など）を中心に学ぶ
学科。大学進学等を主な目的とする。

3 商業科
ビジネスに関する知識や技術（簿記、情報処理、マーケ
ティングなど）を専門的に学ぶ学科。

3,11 実学的な学び
社会や仕事で実際に役立つ知識や技術を、体験を通して学
ぶ教育。

3 普通教育
職業教育に対する言葉で、社会人として誰もが共通に必要
とする、基礎的な知識や教養、ものの見方・考え方を身に
付けるための教育。

3 科学探究科
静岡市立高等学校に設置されている、理科や数学などの科
学分野に特化し、生徒が主体的な探究活動を通じて深く学
ぶ専門学科。

3,6,8,9 探究活動
生徒自身が疑問や課題を見つけ、その答えを出すために、
情報を集め、考え、分析し、最終的に自分の考えをまとめ
て発表する一連の学習活動。

4,5,6,
8,9,10

教育課程
学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児
童生徒の心身の発達に応じて、授業時数との関連において
総合的に組織した学校の教育計画。

5 高等教育機関
大学、短期大学、高等専門学校（高専）など、後期中等教
育（高校）修了後の教育を行う機関の総称。

6,8 シティズンシップ教育
社会の一員（市民）として、社会の課題に関心を持ち、主
体的にその解決に関わろうとする態度や能力を育む教育。

7,8,9,
11,13

カリキュラム
教育課程と同義。どのような科目を、どのような順序や配
分で学ぶかという教育の全体計画。

8 教育課程の特例
文部科学省の指定などにより、標準的な学習指導要領の基
準とは異なる柔軟なカリキュラム編成が認められること。
中高一貫校などで活用されている。

8 先取り学習

上級学年の学習内容を前倒しして学ぶこと。中高一貫校な
どでは、高校の学習内容を中学校の段階から始めること
で、全体の学習時間を効率化し、その分を応用的な探究活
動などに充てることが期待できる。

8,11 文理融合型
文系・理系という枠組みにとらわれず、両方の知識や考え
方を組み合わせた学び方。

【参考資料】用語解説
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ページ 用　語 説　明

9 自己形成力
自分自身を深く理解し、社会とのかかわりの中で、より良
い自分を作り上げていくための力。（人間としての土台と
なる部分を作る力）

9 キャリア形成力

生涯を通して、仕事や役割を通じて社会の中で自分らしく
生きるために、必要や知識やスキルを計画的・主体的に獲
得していく力。（人間としての土台を基に社会という舞台
で役割を果たす道筋を作る力）

9 インターンシップ

生徒が企業などで一定期間、就業体験を行うこと。これに
より、学校の授業だけでは得られない仕事の知識やスキ
ル、社会の仕組みを実地で学び、働くことの理解を深める
ことができる。

10 協働的な学び
生徒同士がグループなどで協力し、多様な考えに触れなが
ら対話や協働を通じて、知識を深めるとともに社会性やコ
ミュニケーション能力を育む学習活動。

10 デジタルツール
学習や課題解決に用いるデジタル機器やソフトウェア、ア
プリなど。

12 教員交流
異なる学校種（中学校と高等学校など）の間で教員が相互
に授業を行ったり異動したりすること。連携強化や指導力
向上を目的とする。

13 加配措置
標準的な教員定数に加えて、特定の教育課題に対応するた
めに教員を追加配置すること。

13 静岡市教育大綱

全世代・全市民を対象とした、静岡市の教育、学術及び文
化の振興に関する総合的な施策の基本理念と方針を定めた
もの。基本理念は「多種多様な学びと地域の教育力を通じ
て、一人ひとりが心豊かで幸せを感じられる人生を送る基
礎を作り、持続可能な社会を支える人を育てる」

13 VUCA時代
変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性
(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字を取った言
葉。先行きが不透明で予測困難な現代社会の状況を表す。

13
次期学習指導要領の
「論点整理」

およそ10年ごとに改訂される国の学習指導要領について、
次の改訂に向けた議論の中間まとめ。新しい時代に必要な
教育内容や方法、学校の役割を明確にするために、議論の
出発点として作成される。
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